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該当箇所をすべて記入してください（*電話番号は①のみでも可）。

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

下記のいずれか一つを☑チェックし、登録番号が必要な場合は記入して下さい。

選手登録番号

審判登録番号

審判登録番号

指導者登録番号

チーム登録番号

会員番号

日本

ニホン

国籍

パスポート番号 ＴＦ123456

2010FIFAワールドカップ南アフリカTM

サッカーファミリー枠チケット申込書

個人情報

タイトル

名(ファーストネーム)

TARO

太郎

タロウ

姓(ファミリーネーム)

NIHON

住所

3-10-15HONGO,BUNKYOKU, TOKYO, JAPAN

東京都文京区本郷3-10-15

ブンキョウクホンゴウ3-10-15

郵便番号 173-8311

生年月日(西暦) 　　　　　1977年　　　　　12月　　　　　　22日

電話番号（携帯も可）① * +81-3-3830-2004

携帯電話番号② * +81-90-1111-1111

カード名義 TARO NIHON

カード番号 1234567890123450

有効期限（月/年）

居住国
JAPAN

日本

電子メールアドレス taro.nihon@×××.com

クレジットカードの種類

監督

スポーズマネージャーズカレッジ修了者
(サテライト受講者も含む)

後援会

サッカーファミリー
登録確認

選手

審判

審判インストラクター

指導者 C000123456

マッチコミッショナー

Month

月
4

Year

年
0 21

＜申込書送付先（郵便または、FAX）＞

郵便：〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-10-1 ㈱ベルシステム24内

財団法人 日本サッカー協会 2010FIFAワールドカップTM

チケット申込受付事務局

FAX：03-5952-8059

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）

日本/Japan

フットサルサッカー

VISA Mastercard

フットサルサッカー

フットサルサッカー

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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■購入希望枚数、カテゴリー（ご希望の試合のカテゴリーを☑チェックし、希望枚数をご記入ください）

第1戦
vs.ｶﾒﾙｰﾝ

第2戦
vs.ｵﾗﾝﾀﾞ

第3戦
vs.ﾃﾞﾝﾏｰｸ

ﾍﾞｽﾄ16 準々決勝 準決勝 3位決定戦 決勝

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

車椅子席

希望枚数(最大4枚) 4 4 4

■各ゲストの個人情報（複数枚申込の場合のみ）を記入してください。

同行者1

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

同行者2

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

同行者3

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

グループステージ ノックアウトステージ

希望のカテゴリーで手に入らなかった場合、下のカテゴリーでも良いですか？

介添者を必要とする（車椅子席ご希望の方のみ）

※車椅子席のお申込者に帯同する介添者の方には、各試合において招待券が1枚付与されます。

姓(ファミリーネーム)

NIHON

日本

ニホン

国籍

※ノックアウトステージの試合は、日本が敗退した場合は自動的にキャンセルとなり、本人および同行者一人あたり手数料（USD
10）をチケット金額から差し引いて大会終了後にFIFAから払い戻しいたします。

タイトル

名(ファーストネーム)

HANAKO

花子

ハナコ

姓(ファミリーネーム)

ＥＤＯ

江戸

エド

国籍

パスポート番号 ＴＦ234567

生年月日(西暦) 　　　　　1980年　　　　　8月　　　　　　17日

タイトル

名(ファーストネーム)

JIRO

次郎

ジロウ

姓(ファミリーネーム)

EDO

江戸

エド

国籍

パスポート番号 TF345678

生年月日(西暦) 　　　　　2002年　　　　1月　　　　　　1日

タイトル

名(ファーストネーム)

SAKURA

桜

サクラ

パスポート番号 TF456789

生年月日(西暦) 　　　　　　　1982年　　　　6月　　　　　5日

はい いいえ

はい いいえ

日本/Japan その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本/Japan その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本/Japan その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）
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■介添者の個人情報（車椅子席お申込みの方で介添者を必要とする方のみ）を記入してください。

介添者

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

介添者

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

介添者

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

介添者

英語

日本語

フリガナ

英語

日本語

フリガナ

（重要）諸条件に対する合意　※必ず下記に署名したうえでお申し込み下さい

姓(ファミリーネーム)

国籍

タイトル

名(ファーストネーム)

姓(ファミリーネーム)

国籍

パスポート番号

生年月日(西暦) 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

タイトル

名(ファーストネーム)

姓(ファミリーネーム)

国籍

パスポート番号

生年月日(西暦) 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

タイトル

名(ファーストネーム)

パスポート番号

生年月日(西暦) 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

タイトル

名(ファーストネーム)

パスポート番号

生年月日(西暦) 　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日

姓(ファミリーネーム)

国籍

2010 FIFA World Cup南アフリカ
TM

のチケット申込に際し、下記に記載されているチケット一般条件、一般販売規定、スタジアム行動規範、そ
の他申込における諸条件に、取り消し不能の形で合意し、これらに従うことを約束したことになります。とりわけ、チケットに関する一般条件
と販売規定に示されている個人情報の利用についても、合意されたものとみなされますことにご留意ください。

「私は、2010 FIFA World Cup南アフリカTMのチケットに関する一般条件、販売規定、スタジアム行動規範、その他チケット申込における諸条
件に
合意し、これらを遵守します」

　

申込者氏名： 日本 太郎

日本/Japan その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本/Japan その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本/Japan その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

日本/Japan その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）

Mr. Ms.Miss. Mrs. Others 　記入（　　　　　　　）
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4.　禁止品目

a）あらゆる種類の武器

i）あらゆる種類の動物

f）他の観戦者のイベント観戦の楽しみを阻害し、またはイベントのスポーツ的要素を損なうような、横断幕、標識、記号およびパンフ
レット、物品または衣類を含む（ただし、これらに限定されません）、人種差別主義、外国排斥主義、慈善活動またはイデオロギー的理念
に関連した資料

g）あらゆる種類の旗用ポールまたはバナー用ポール。長さ1m以内、直径1cm以内の、引火しやすい素材を使用していない、弾性プラス
チックポールや、いわゆるダブルポールは許可されます。

スタジアム観客および入場認定者は、下記により、FIFA ワールドカップTM当局に協力するものとします。

a）チケットまたは認定証、およびFIFA ワールドカップTMスタジアム当局からの要請に従って身分証明書を提示すること。

b）試合日に、検査、ボディーチェックを受け、使用、所持、保有またはスタジアムへの持ち込みが禁止される品目（以下「禁止品目」）
の没収に従うこと。

スタジアム観客および入場認定者は、スタジアム内のある特定の領域については立ち入りが制限されていることに同意し、これを認めます。

FIFA ワールドカップTM当局が文書で別途許可している場合を除き、スタジアム観客および入場認定者は、下記の禁止品目の使用、所持、
保有またはスタジアムへの持ち込みを禁じられます。

b）武器として使用することができ、または切断、突き、刺しを目的として使用することができるような物品。特に、長い傘や、かさばる
用具など。

c）あらゆる種類のボトル、コップ、ジョッキもしくは缶、PET製のその他の物品、ガラスまたはその他のこわれやすい、飛散防止がして
いない、もしくは非常に強固な物質、またはテトラパック容器、堅いクーラーボックス

d）花火、閃光弾、発煙剤、発煙筒、発煙弾またはその他の火工品

e）あらゆる種類のアルコール飲料、麻酔薬または覚醒剤

スタジアム行動規範

1.　本スタジアム行動規範の目的

本スタジアム行動規範は、国際サッカー連盟（以下「FIFA」）、2010 FIFA World Cup
TM

 Ticketing (Pty) Limited、2010 FIFA

ワールドカップTM南アフリカ現地組織委員会（以下「LOC」）、2010 FIFA ワールドカップTMチケッティングセンター（以下「FWCTC」）、

FIFAチケッティングオフィス（以下「FTO」）、2010 FIFA ワールドカップ南アフリカTM（以下「イベント」）の試合（以下「試合」）に関連

する安全および保安に責任を有するスタジアム管理及び/又は南アフリカ政府機関（複数を含みます）、ならびにそれら各機関の従業員、ボラン

ティア、代理人、代表者、役員および理事（以下総称して「FIFA ワールドカップTM当局」）によって採用されたものです。

本スタジアム行動規範（以下「スタジアム行動規範」）は、（a）試合を観戦するために試合のチケット（以下「チケット」）を使用する

各人（以下「スタジアム観客」）、（b）試合が行われ、試合日にFIFA ワールドカップTM当局の管理下に属するスタジアム（以下「スタジア

ム」）内で、労働目的でFIFA ワールドカップTM当局から該当する人に発行された入場パス（以下「認定証」）を使用する各人（以下「入場
認定者」）の行動に関して、適用される安全および保安措置ならびにポリシーを記載したものです。

2.　スタジアム行動規範の通知およびチケット保有者による受諾

本スタジアム行動規範はいつでも変更される場合があります。本スタジアム行動規範の最新の適用版はwww.FIFA.comおよび試合日のスタ
ジアムで閲覧することができます。

スタジアム観客および入場認定者はそれぞれ、本スタジアム行動規範およびいずれかのFIFA ワールドカップTM当局が発する具体的な指示
を熟読し、了解し、受け入れており、またこれらを遵守するものであることに同意し、これを認めます。必要であると考えられる場合、本

スタジアム行動規範に加えて、生命、健康または手荷物への危険を回避または排除するために、FIFA ワールドカップTM当局が、さらなる強
制的な指示を発する場合があります。

3.　スタジアムへの入場

h）2m×1m50を超過するバナーまたは旗。ただし、「可燃性が低い」とみなされる素材を使用し、国の規則および規格に合致していること
を条件として、このサイズよりも小さい旗および横断幕は許可されます。

j）横断幕、標識、記号およびパンフレットを含む（ただし、これらに限定されません）、販促または商用資料、あらゆる種類の販促または
商用物品、素材および衣類

k）ガススプレー缶、腐食性物質、可燃性物質、染料、健康に有害なまたは高可燃性物質を含む容器。標準的なポケットライターは許可
されます。

l）はしご、スツール、（折り畳み式）椅子、箱、厚紙容器、大型かばん、リュックサック、スーツケース、スポーツバックなどのかさばる

物品。「かさばる」とは、25cm×25cm×25cmを超過し、スタジアムの座席の下に収納することができない、すべての物品を意味する用語
です。

m）膨大な量の紙及び/又はロール紙

n）メガフォン、ラッパまたはエンジンで動くクラクションなど、過度な騒音をたてる、機械で動作する器具。ノーブランドのブブゼラは
禁止項目とはみなされません。

o）レーザー・ポインター

p）カメラ（私的使用のもので、付帯する交換用電池または充電式電池が1セットだけであるものを除く）、ビデオカメラまたはその他の音声もし
くは画像記録用機器

q）インターネットまたはその他の媒体形式を経由してイベントの音声、映像、内容または結果を伝送または配布する目的で使用されるコン
ピュータまたはその他の機器



5 / 12 ページ

k）客席区域および非常口への通行、歩道、車道、出入口を規制または邪魔し、通行可能な区域を妨害または阻害すること。

r）FIFA ワールドカップTM当局が独自の裁量により、公共の安全を損ない、及び/又はイベントの評判を貶める可能性があると判断する、そ
の他の物品

5.　スタジアム内での常識的な行動

5.1　すべてのスタジアム観客および入場認定者は、スタジアム内にいるときは常に、他のスタジアム観客及び/又は入場認定者の気分を害し、そ
の安全を脅かし、または不必要に邪魔をし、もしくは困らせるような行動をとらないものとします。

5.2　すべてのスタジアム観客は、そのチケットに明記されている座席のみを使用しなければならず、FIFA ワールドカップTM当局が別途指図し

た場合を除き、必ず指定の入場口から座席に着くものとします。保安上の理由から、また危険を回避するために、FIFA ワールド

カップTM当局がその旨を指示した場合、スタジアム観客は、スタジアム内の同一の区域であるか、別の区域であるかにかかわらず、割り当てられ
た以外の座席に移動するものとします。

5.3　すべての非常階段および非常口は、可能な限りの範囲で、いつでも通れるようにしておかなければなりません。

5.4　ごみ、箱または空の容器を捨てずに、スタジアム内の適切なごみ箱にいれるよう、すべてのスタジアム観客および入場認定者にお願い
します。

5.5　喫煙は指定区域のみとします。スタジアムのスタンド内および競技場内周辺区域では禁煙とします。

5.6　さらに、FIFA ワールドカップTM当局が別途許可した場合を除き、スタジアム観客および入場認定者は下記を行ってはならないものと
します。

a）ピッチ内またはピッチ周辺区域に立ち入ること。

b）観客席内の座席に立ち上がり、または他の観客の観戦を不当に邪魔すること。

c）あらゆる種類の物品または液体を、特に、他の人に向けて、またはピッチ周辺区域もしくはピッチ内に向けて投げること。

d）花火、閃光弾、発煙剤、発煙弾またはその他の火工品に火を付け、爆発させ、または発射させること。

e）他の観戦者のイベント観戦の楽しみを阻害し、またはイベントのスポーツ的要素を損なうような、人種差別主義、外国人排斥主義、慈善
活動またはイデオロギー的理念に関連した考えを表明する行為を行うこと。

f）他の者に挑発的、脅迫的、差別的または攻撃的であると解釈される可能性のある行動を起こすこと。

g）物品またはチケットを販売提供または販売し、印刷物を配布し、または収集すること。

h）自分または他者の生命または安全に脅威を与え、または方法を問わずに人に危害を加えること。

i）人または物を問わず、時を選ばず危害または損害を与えること。

j）特に正面、フェンス、壁、柵、障壁、照明用の塔、カメラ台、木、あらゆる種類のマスト、および屋根など、一般的な使用を意図してい
ない構造物および設置物によじ登り、またはそれらを超えること。

l）一般立ち入り禁止区域（ファンクションルーム、VIPおよびメディア用エリアなど）または立ち入り許可を得ていない区域（適正なアク
セスパスがある場合以外）に立ち入ること。

m）構造物、設置物、通路に落書きし、ペンキを塗り、または物を貼り付けること。

n）トイレ以外の場所で用を足し、ごみ、箱、空の容器などの物品を捨てることによってスタジアムを汚すこと。

o）携帯機器を含む、インターネットまたはその他の媒体経由で、全部または一部を問わず、スタジアム内で実施されているイベントの音声、画
像、内容または結果を記録し（私的使用目的を除く）、伝送し、またはその他の方法により配付すること、他の人（複数を含みます）がこれらの
行為を行うことを援助すること、スタジアム内で撮影した写真または映像を商業的に利用すること。

p）FIFA ワールドカップTM当局及び/又は合法的に授権された他者が独自の裁量により、公共の安全を損ない、及び/又はイベントの評判を
貶める可能性があると判断する、その他の活動に従事すること。
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a）明らかにアルコールや薬物、または行動を変容させるような物質を摂取したことによる影響を受けた状態である場合。

チケットに関する一般条件

1.チケット保有者によるGeneral Ticket Terms and Conditions (GTC)の受諾

2010 FIFA ワールドカップ南アフリカTM（以下「イベント」）の試合のチケット（以下「チケット」）の使用、およびイベント試合
（以下「試合」）が実施されているスタジアムへの入場の条件は、国際サッカー連盟が、その南アフリカの現地代理機関となる、

2010 FIFA World Cup
TM

 Ticketing (Pty) Limited（以下総称して「FIFA」）を通じて設定した、以下に記載する一般条件（以下「GTC」）に従

います。チケットを購入し、保有し、または使用する人（以下「チケット保有者」）は、本GTCに関して、完全かつ取り消し不能にFIFAに同意
したものとみなされます。

2.　GTCの確認

第1項に加えて、チケットを含むチケット商品に関してFIFA（またはFIFAが承認した第三者）が発行した、オンラインまたはハードコピー

形式のチケット申込書またはその他の注文書式（以下「チケット申込書」）に記入し、これをFIFAに提出することによって、チケットを申し込

み、または注文する各個人（以下「チケット申込者」）は、(a)GTCを熟読し、了解し、これらを受け入れたこと、(b)チケット申込者を通じて

（直接的にまたは間接的に）チケットを受領する各個人が、チケットの受領に先立って、GTCを熟読し、了解し、これらを受け入れている旨約束

することを確認します。この目的のために、チケット申込者は、自身からチケットを受領する個人に対して、本GTCのコピーを提供し、下記第

11.2項に特定されているGTCのコピーの追加提供元について、その個人に案内するものとします。

3.スタジアムへの入場

3.1　試合日のFIFA ワールドカップ
TM

当局の管理下となる領域を含むスタジアム（以下「スタジアム」）への入場は、その年齢に関わらず、入
場を希望する各人が有効なチケットを提示した場合に限り、試合日に許可されるものとします。

3.2　各チケットは、試合日にスタジアムへ入場する許可の証拠となるもので、FIFA、2010 FIFA ワールドカップTM南アフリカ現地組織

委員会（以下「LOC」）、2010 FIFA ワールドカップTMチケッティングセンター（以下「FWCTC」）、FIFAチケッティングオフィス

（以下「FTO」）、試合に関連する安全および保安に責任を有するスタジアム管理、及び/又は南アフリカ政府機関（複数を含みます）、

ならびにそれら各機関の従業員、ボランティア、代理人、代表者、役員および理事（以下総称して「FIFA ワールドカップTM当局」）が
正当な理由により、この入場許可を取り消すことができます。

3.3　すべてのチケット保有者は、試合日のスタジアムに関してFIFA ワールドカップTM当局が採用した、適用される安全および保安規則を
遵守しなければなりません。これらの規則はスタジアム行動規範に要約されており、この規範（以下「スタジアム行動規範」）は、下記第

11.2項に特定されている提供元から公表されており、入手することができます。スタジアム行動規範に基づいて、いかなる場合であっても

FIFA ワールドカップTM当局によって禁止されている項目の例をあげると、あらゆる種類の武器や、武器、花火、発煙筒またはその他の火工品と

して使用される可能性がある、あらゆる品目、イベントに関するFIFAの権利を侵害する可能性がある商用品または類似する品目、ならびにスタ

ジアム行動規範に示されているような、公共の安全を危険にさらし、及び/又は2010 FIFA ワールドカップ  南アフリカ 
TM

の評判
を貶める可能性があるその他の物品が含まれますが、これらに限定されるものではありません。試合を観戦する前に、スタジアム行動規範
をよくお読みください。

3.4　FIFA ワールドカップTM当局は、チケット保有者をチェックする権利を有しています。チケット保有者が下記に該当する場合、その
チケットを無効にし、スタジアムへの入場をお断りし、または入場不許可としスタジアムから退場していただくことになります。

b）暴力的、危害を加えるような行動をとり、治安を乱し、もしくは他のチケット保有者に迷惑をかけるような行動をとっている場合、また
はその恐れがある場合。

c）本GTC、スタジアム行動規範、またはチケット申込書に説明されている、チケット申込者に適用されるその他すべての販売規定

（以下「販売規定」）（これらはすべて、下記第11.2項に特定されている提供元を通じて入手することができます）の条件、または関連する法律
もしくは条例を遵守しなかった場合。

3.5　いずれかの国で関係当局やスポーツ運営組織によって、サッカーの試合観戦を禁じられたことがある個人、または保安上危険であると
みなされる個人は、チケットの受け取り、スタジアムへの入場またはスタジアムでの観戦を禁じられます。

3.6　スタジアムから退場したチケット保有者は、FIFAが別途承認しない限り、再入場できません。

3.7　各チケットには座席指定の番号がつけられています。各チケット保有者は、それぞれのチケットに割り当てられている座席に座らなけ

ればなりません。保安上の理由から適切である場合に、FIFA ワールドカップ  
TM当局は、チケットに特定されている座席を他の座席に変更

する権利を留保しています。この場合、チケット保有者にはいかなる補償もいたしません。

3.8　FIFA ワールドカップTM当局は、下記事項について、いかなる保証もできません。

a）ある試合に特定の選手が参加すること。

b）開催される試合時間の長さ。

c）チケット保有者が、提供された座席から中断されずに、及び/又は制約を受けずに試合を観戦できること。FIFA ワールドカップTM当局は、購入前に、視界が遮られる座席を特定するよう合理的な努力をいたします。

4.　チケットの譲渡制限

4.1　チケット保有者は、FIFAから事前に文書による具体的な承認を得ずに、いかなる方法によってもチケットを販売し、販売提供をし、

転売し、寄付し、またはその他によって譲渡することができません。譲渡の要請は、FIFAが設定し、www.FIFA.comで閲覧できるチケット

譲渡ポリシーに基づいて考慮されます。チケットの譲渡を制限する規則は、(a)イベントの保安、(b)消費者の保護、(c)経済的な公平性などを

目的としており、これらはwww.FIFA.comに詳述されています。

4.2　チケットは、FIFAまたはFIFAの公式認定代理店を通じてのみ、FIFAから購入することができます。他の供給元（たとえば、チケットブ
ローカー、インターネットオークション、インターネットのチケット代理店）から取得したチケットは無効とし、スタジアムへの入場の権利はす
べて無効となります。このようなチケットは電子的またはその他の手段で取り消し、無許可の供給元を通じて取得したチケットの使用を試みた人

は、FIFA ワールドカップTM当局が適用できる他の手段に加えて、スタジアムへの入場を拒否され、スタジアムから退場させられ、及び/又は

FIFA ワールドカップTM当局によってそのチケットを没収されます。

4.3　FIFAからの要請を受けて、チケット保有者は、チケット取得の方法、提供者、その対価、および提供場所を説明しなければなりませ
ん。
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5.　録音および録画

5.1　試合を観戦するチケット保有者は、その試合が、録画されている公共イベントであることを明示的に認めます。準拠法によって許可
される範囲で、試合を観戦する人は、自分の音声、画像、写真および肖像が、生放送または録画でのビデオディスプレー、放送、ストリー

ミングまたはその他の方法による伝送または記録、写真またはその他の現在及び/又は将来の媒体技術（現在知られていないもの、あるいは

今後発明及び/又は考案されるもの）を手段として、永久に、無償でまたは対価を伴わずに使用されることに同意し、さらにFIFAまたはFIFAが
このような媒体の使用を許可した第三者による、これらの音声、画像、写真および肖像の使用を、取り消し不能に承諾します。各チケット保有者

は、準拠法に従うことを条件とした、このような利用に異議を申し立てる権利およびそのための訴訟の提起を放棄します。FIFA（および媒体の

使用に関してFIFAが許可した第三者）は、この媒体を利用する使用に関して、すべての準拠法に拘束され、かつこれらの法律を遵守するものと
します。

5.2　チケット保有者は、私的使用以外に、試合の音声、動画、静止画像または内容（または試合の結果もしくは統計）を記録または伝送
してはなりません。全部または一部を問わず、試合の音声、動画または静止画像、内容、結果または統計を、インターネット、ラジオ、

テレビ、携帯電話、データアクセサリーまたはその他の現在及び/又は将来の媒体（現在知られていないもの、または今後発明及び/又は考案
されるもの）など、その伝送形式に関わらず、一般にアクセス可能な形式で配布することは、厳格に禁じられます。チケット保有者は、こ
のような行為を行う他の人（複数を含みます）を援助してはなりません。

6.　アンブッシュ・マーケティングおよびその他のマーケティング活動に関する禁止

6.1　チケット保有者は、ロゴの不正使用またはその他によるか否かに関わらず、FIFAまたはその商業関連団体の不利益となるような、

FIFA、イベントまたはその一部に関連する不正商用取引につながるような、いかなる形式の活動（以下「アンブッシュ・マーケティング」）に
も従事してはなりません。

6.2　試合日のスタジアムで、チケット保有者は、販促または商用の物品および資料の使用、着用、所持または保有や、飲料、食品、土産品、衣

料またはその他の販促用及び/又は商用品目の販売提供、販売または販売目的での所持を厳格に禁じられます。このような品目はすべて、FIFA

ワールドカップTM当局が除去または没収いたします。

6.3　チケット保有者は、FIFAが文書で明示的に許可した場合を除き、スタジアムで、種類を問わず商業サービスを提供し、または販売促
進を引き受けることを厳格に禁じられます。

6.4　チケット保有者は、FIFAが文書で明示的に許可した場合を除き、商用目的またはその他を問わず、スタジアムで何らかの事業、大義、慈善
活動または理念に関連する、または何らかの方法でそれらを促進もしくはそれらの関心を引くパンフレットまたは情報を配ることを厳格に禁じら
れます。

6.5　チケット保有者は、販促または宣伝活動、コンテストやくじの賞品としての使用など（ただし、これらに限定されません）、商業目的
にチケットを使用してはなりません。

6.6　FIFAから事前に文書による承認を得ずに、旅行パッケージ（たとえば、チケットと航空機のフライト及び/又はホテル宿泊との組み合
わせなど）の一部として、またはホスピタリティパッケージ（たとえば、チケットと、試合前または試合後のスタジアム近辺でのケータリング
サービスとの組み合わせなど）の一部として、チケットを商業目的で販売、またはその他の方法により組み入れることはできません。

7.　危険および制限付き保証の受入

7.1　準拠法によって許可される最大限の範囲において、チケット保有者（自身の名前のもとで、または自身が購入したチケットを使用する
未成年者の代理として）は、試合観戦中に自身が直面する、または被るかもしれない危険および危機のすべてを受け入れ、このような危険

および危害に関連する、FIFA ワールドカップTM当局に対する請求を放棄します。チケット保有者（自身の名前のもとで、または自身が購入した
チケットを使用する未成年者の代理として）は、スタジアムとの往復中、およびスタジアム内外で、身体の安全への危害または財物の損失が起こ

る可能性があることを受け入れます。本項のいかなる規定もチケット保有者に、FIFA ワールドカップTM当局の重過失または故意の失当行為によ
る危険もしくは危害を受け入れること、またはそれらから発生する損害の賠償の権利を放棄することを要求することを意図しているものではあり
ません。

7.2　「FIFA ワールドカップTM当局」として言及されている各事業体は、イベントに関連して独立した役割および責任を有しています。

ある1つのFIFA ワールドカップTM当局が、他のFIFA ワールドカップTM当局の作為または不作為に関して責任を問われるべきものではなく、各

FIFA ワールドカップTM当局は、それ自体の作為または不作為について責任を有しています。

7.3　この協定のいかなる規定も、FIFA ワールドカップTM当局による過失もしくは不正行為から発生する死亡もしくは人身傷害に関する
責任、または準拠法に基づいて排除もしくは制限できないその他の責任に関するチケット保有者の法律上の権利に影響を及ぼすものではな
く、またそれらの責任を排除もしくは制限するものでもありません。

8.　FIFA ワールドカップTM当局の命令およびチケット保有者の不遵守

8.1　保安上の理由により、またイベントの秩序ある円滑な実施を保証するため、チケット保有者は、試合日のスタジアムにおけるFIFA

ワールドカップTM当局の命令に従わなければなりません。各チケット保有者は、身分証明書の提供を要請された場合に、FIFA ワールド

カップTM当局に協力し、スタジアムで禁止品目を所持していることがあった場合に、その禁止品目の没収を承諾しなければなりません。

8.2　GTC、販売規定、スタジアム行動規範またはその他関連する法律もしくは条例の違反を理由として、チケットが無効となり、入場が

拒否され、またはチケット保有者がスタジアムから退場させられた場合、準拠法によって許可される最大限の範囲において、FIFA ワールドカッ

プ 
TM当局は、払戻しを行う義務を有しません。

8.3　GTC、販売規定、スタジアム行動規範またはその他関連する法律もしくは条例のいずれかの規定の違反があった場合、FIFA ワールド

カップTM当局が有するその他の権利および手段に加えて、FIFA ワールドカップTM当局は、下記事項を行う権利を有します。

a）チケット保有者のチケットを無効にすること。

b）チケット保有者のスタジアムへの入場を拒否すること、またはスタジアムからチケット保有者を退場させること。

c）GTCを実施するため、また適切な場合には損害賠償を起こすための訴訟を提起すること。

d）適用される刑法またはその他の法律の違反に相当する、GTC、販売規定、スタジアム行動規範またはその他関連する法律もしくは条例
の規定の違反を政府当局に通知すること。
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8.4　他の国において適用される法律に加えて、南アフリカ政府は、GTC、販売規定、スタジアム行動規範またはその他関連する法律もしく

は条例に違反したチケットの譲渡及び/又は使用を刑法上の罪に問うような法律または規則を制定する場合があります。チケットに関連して
適用される法律に関する情報を取得するよう、チケット保有者にお願いいたします。

8.5　上記第8.2項、第8.3項および第8.4項に特定されている手段に加えて、チケット保有者は、FIFAが決定する場合、その決定の範囲に

従って、チケットの不正譲渡から受領した収益またはその他の対価のすべてを、FIFAが指定する慈善組織に引き渡すことに同意します。

8.6　各チケット保有者は、自分のチケットの使用に関して責任を有します。準拠法によって許可される最大限の範囲において、チケット

保有者は、下記事項に関連し、または下記事項から発生し、被ることになった請求、損害および責任のすべてについてFIFA ワールド

カップTM当局を補償し、免責します。

a）自身によるチケットの悪用

b）チケット保有者が購入したチケットの、未成年者による悪用

c）直接的または間接的にチケット保有者からチケットを取得したその他の第三者によるチケットの悪用

d）GTC、販売規定、スタジアム行動規範及び/又はその他関連する法律もしくは条例の違反

e）チケットに関連する、その他の有害行為

これは、チケット保有者がチケット関連規則のいずれかに違反した場合、当該違反に起因する問題の管理または解決において、FIFA ワールド

カップTM当局が被ることになる、訴訟費用を含むあらゆる損害賠償について、チケット保有者が財務的な全責任を負うものであることを意味しま
す。

9.　データ

販売規定及び/又はチケット譲渡ポリシーに従って、チケット保有者がチケット申込者に提供する個人データ、およびチケット申込者がFIFAに提
供する個人データは、準拠法に従うことを条件として、チケット販売および割り当て手続き、イベントに関連する適切な安全および保安措置及び

/又は権利保護措置に関する目的のために、使用し、処理され、保存され、FIFAが指定する（南アフリカ内外に所在する）第三者に移転されるこ
とがあります。

10.　予期せぬ事態

10.1　不可抗力事項の結果として発生する、イベントの1つまたは複数の試合の中止、時間、日付及び/又は場所の変更、または試合に参加

するチームの変更があった場合、FIFA ワールドカップTM当局はその責任を問われず、またいかなる請求も認められず、いかなる補償もいたしま
せん。「不可抗力」事項とは、荒天、地震、洪水もしくはその他の天災、戦争、侵略、外敵の行為、敵対行為（戦争が宣言されているか否かを問
わない）、内戦もしくは闘争、暴動、国家の非常事態、疫病、テロ行為、謀反、ストライキ、封鎖もしくはその他の労働争議、政府もしくはその

他支配当局の行為、またはFIFAもしくは別のFIFA ワールドカップTM当局の支配の範囲を超えるその他類似もしくは関連する事項であって、1つ

もしくは複数の試合、またはその試合もしくはそれらの試合の実質的な部分の開催を遅らせ、妨げ、それらの中止、延期及び/又は移転の原因と
なるような事項を意味します。

10.2　FIFAは、不可抗力以外の事態により、試合の時間、日付および場所の変更もしくは訂正を行い、または試合に参加するチームを変更

する権利を留保します。FIFAが試合の時間または日付を変更した場合、チケットは変更された試合について有効となります。FIFAが試合に参加
するチームを変更した場合、チケットは新しいチームで行う試合について有効となります。試合が南アフリカ国内の別の開催地に移転された場
合、可能な範囲で、変更された場所のチケットに交換するよう手続きが実施されます。

10.3　不可抗力以外の事態により、南アフリカでの試合が中止された場合、FIFAはあらゆる努力を払って、チケット保有者に対して各チ
ケットの額面を払戻しいたします。それ以外の事態では払戻しはいたしません。

10.4　なんらかの理由によりチケット保有者が払戻しの権利を有することになった場合、この払い戻しに関連して支払われた金銭には、い

かなる利息も費用も支払われません。この場合の払い戻しは、チケットに関してFIFAに支払われた金額を超過しないものとします。追加費
用および経費（たとえば、旅費または宿泊費など）の補償は一切いたしません。さらに、チケット申込書に名前が記載されているチケット

保有者のみが、払戻しを請求することができます。払戻しプロセスが開始された場合、チケット保有者は、FIFAが指定する期日までに払戻
しを請求するチケットを提出しなければなりません。

10.5　保安上の問題から、FIFAも、またその代理店も、チケットの複製を発行いたしません。これは、スタジアムが安全に収容できる人数

を超過する観客がスタジアムに入場してしまう可能性があるからです。FIFAも、またその代理店も、チケットの紛失もしくは毀損、あるい
は郵便または配達サービスの不具合または中断による配達遅延が発生したとしても、その責任を負いません。ご自身のチケットを大切に扱
い、常に安全な場所に保管するようお願いいたします。

11.　雑則

11.1　チケットに関連する情報請求は、FWCTC（PO BOX 4928, Cresta, 2118, South Africa宛て）を通じてFIFAにご連絡ください。情報

はwww.FIFA.comでもご覧いただけます。

11.2　GTC、販売規定およびスタジアム行動規範は、（A）www.FIFA.comですべてのチケット保有者が閲覧でき、（B）上記に明示された連絡

先住所および番号宛てに、請求あり次第、請求者に提供され、（C）チケット申込者を通じてチケットを受領する、すべてのチケット保有者にチ

ケット申込者が配布する目的で、チケット申込者に提供され、（D）公式チケットセンターに掲示されています。また、スタジアム行動規範は、
試合日にスタジアムに掲示されています。

11.3　本GTCのいずれかの規定（複数を含みます）が、管轄裁判所によって無効または執行不可能と宣言された場合であっても、無効また

は執行不可能となった規定（複数を含みます）が本GTCに含まれていなかったものと想定して、本GTCの残存規定は効力を有し続けるもの
とします。

11.4　本GTCは英語で作成されています。GTCの翻訳版はwww.FIFA.comで閲覧でき、また請求すれば、上記第11.1項に記載される住所宛

てでFIFAから入手することができます。英語版と翻訳版の間に不一致が生じた場合は、英語版を使用して、解釈および適用の疑問点を解決
するものとします。

11.5　本GTCのある特定の規定は、要約された形式に書き換えられ、チケットの裏面に割り当てられている、わずかに限られたスペースに

印刷されていることがあります。チケット裏面の要約規定の範囲または意味に関して疑問がある場合、本GTCの条項が適用されます。

11.6　GTCの適用と明確性を確実に継続していくために、本GTCは、南アフリカの法律によって支配され、同法に基づいて解釈されます。
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11.7　準拠法によって許可される最大限の範囲において、チケット、本GTCの解釈、補償もしくは払戻し、またはイベントでの観戦に関連
する紛争のために、当事者は友好的にこの紛争を解決しようと努めるものとします。当事者が友好な解決に至れなかった場合には、下記に
従います。

a）チケット保有者は、法律上可能であれば、南アフリカの高等裁判所、より具体的には、ウィットウォーターズランド(Witwatersrand)の
現地支部またはその権利承継機関に、専属的に紛争を提起することを約束します。

b）FIFAおよびチケット保有者は、ウィットウォーターズランド(Witwatersrand)の現地支部またはその権利承継機関の裁判管轄権に服します。

FIFA ワールドカップ
TM

当局が治安判事裁判所に提訴した場合、チケット保有者は治安判事裁判所の裁判管轄権に服します。準拠法に従うことを

条件として、FIFAは、チケット保有者の住所または居住地の現地裁判所に、本GTCに関連する訴訟を提起する権利を留保します。
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販売規定

1.　本チケット販売規定の目的

本チケット販売規定は、2010 FIFA ワールドカップ南アフリカTM（以下「イベント」）の試合（複数を含みます）（以下「試合」）のチ

ケット（以下「チケット」）に関して、その南アフリカの現地代理機関となる、2010 FIFA World Cup 
TM

 Ticketing (Pty) Limitedを通じ

て国際サッカー連盟（以下総称して「FIFA」）（またはFIFAが承認した第三者）が発行するチケット申込書（以下「チケット申込書」）
に基づくチケットの販売に適用されるもので、その販売を管理する規則です。

旅行、駐車またはケータリング・サービスなど（ただし、これらに限定されません）、チケット以外の他の特典、商品及び/又はサービス
を含むチケット商品の一部としてのチケットの販売は、それぞれのチケット商品に適用される特定の販売規定によって管理されます。

2.　申し込みおよび受け入れ

チケット申込書に記入し、これを2010 FIFA ワールドカップ南アフリカTMチケッティングセンター（以下「FWCTC」）またはFIFAチ

ケッティングオフィス（以下「FTO」）またはFIFAが承認および許可した第三者に提出することによって、チケット申込書に記入しこれを
提出した個人（以下「チケット申込者」）が、本販売規定を含む（ただし、これらに限定されません）、チケット申込書に記載される条件

に基づいて、特定される数および種類にてイベントの試合のチケットを購入するための、取り消し不能で拘束力を有する申込みをFIFAに
行ったものとみなされます。

チケット申込書への記入およびその提出は、チケットが提供できることを保証するものではありません。チケットの販売については、

（a）FIFAの代理として、FWCTCまたはFTOまたはFIFAが承認および許可した第三者がチケット申込書を受領し、（b）チケットが

チケット申込者に割り当てられ、（c）チケット申込者による当該チケット代金の全額払い込みが確認されてから、電子メール、郵便、

SMS、ファクスまたはその他の手段によって、チケット申込者にチケット販売の確認書（以下「チケット確認書」）が提供されます。

チケットの販売はすべて最終的なものです。チケット保有者にはチケット返品を選択できません。ただし、（a）ある特定の第三者への譲渡

は、FIFAがwww.FIFA.com上に明記するチケット譲渡ポリシーに基づいて、限定的な状況に限り許可される場合があり、（b）チケット申込書に

記載される、チーム指定チケット（以下「TST」）に関しては、（TST商品が提供可能な場合）特別規則が適用されるものとします。

3.　チケット販売規定、GTCおよびスタジアム行動規範の受諾

チケット申込書に記入し、これをFIFAに提出することによって、チケット申込者は、チケット販売規定、2010 FIFA ワールドカップ南アフリカ
TMのチケット使用に関する一般条件（以下「GTC」）や、FIFA、2010 FIFA ワールドカップTM南アフリカ現地組織委員会（以下

「LOC」）、FWCTC、FTO、試合に関連して安全および保安に責任を有するスタジアム管理及び/又は南アフリカ政府機関（複数を含みま

す）、ならびにそれら各機関の従業員、ボランティア、代理人、代表者、役員および理事（以下総称して「FIFA ワールドカップTM当局」）が採

用した、適用される安全および保安措置（www.FIFA.comで特定されるスタジアム行動規範（以下「スタジアム行動規範」）に示されており、イ

ベント試合が開催され、試合日にFIFA ワールドカップTM当局の管理下に属するスタジアム（以下「スタジアム」）に掲示されます）を完全に遵
守することに、取り消し不能に同意し、これを認め、遵守します。

4.　チケット申込書への記入

チケット申込者は、完全で、破損なく、かつ変更が加えられていない書式でチケット申込書を提出することについて全責任を負います。

いかなる場合であっても、記入漏れがあり、変更が加えられ、または破損があるチケット申込書はFIFAが受け入れを拒否します。チケット

申込書に含まれる標準申込に追加される注記、依頼、添付、要請、変更またはその後の修正について、FIFAはこれらを受け入れません。

FIFA、FWCTC、FTO、LOCおよびその他のFIFA ワールドカップTM当局はいずれも、情報の不正確な入力、インターネットの技術的な機
能不全、コンピュータ・ハードウェアまたはソフトウェアの不具合、申込書の紛失、記入漏れもしくは判読不可、チケット申込者の電子
メール、電話またはその他のサービスプロバイダーによるチケット確認書の未受領または伝達失敗に（それぞれ）起因する、電子メール、

SMS、ファクス、郵便またはその他の手段によるチケット申込者との連絡の失敗については、一切責任を負いません。

5.　個人データ

チケット申し込みの処理およびチケットの引き渡しまたは受け取りを成功裏に進めるために、チケットが割り当てられ、これによりチケットを購
入し、保有し、または使用するチケット申込者（以下「チケット保有者」）は、チケットの申し込み、支払い、引き渡しまたは受け取りのため
に、チケット申込書に関連して、当初チケット申込者が提供することを要求された個人データが、チケットが割り当てられた試合の日まで、常に
最新であることを保証するものとします。チケット申込者には、自己の個人データを更新し、訂正し、修正する機会が与えられます。チケット申

込書が取り消された場合、チケット申込者はFWCTC（連絡の詳細情報は、第17項を参照のこと）に連絡を取ることによって、チケット申込書に
関連して提供した自己の個人データの削除を要請することができます。

チケット申込者は、本チケット販売規定に従ってFIFAに提供された個人データが、準拠法に従うことを条件として、（a）チケット販売および割

り当て手続、（b）関係する安全および保安措置、（c）イベントに関連する権利保護措置に関する目的のために、使用し、処理され、保存され、

FIFAが指定する（南アフリカ内外に所在する）第三者に移転されることを認め、これに同意します。チケット申込者は、チケット申込書に特定
される各人から、チケット申込者に関して上記に記載されるものと同一の範囲および目的で、各々の個人データが使用されることについての承諾
を取得する責任があることを認めます。

これに加えて、チケット申込書にチケット申込者の承諾が具体的に記載されていることを条件として、チケット申込者は、本チケット販売

規定に従ってFIFAに提供されたチケット申込者に関する個人データが、チケット申込者の利益になるような商業活動に関連してFIFAまたは

FIFAが決定する第三者の他の商品およびサービスに関連する目的のためにも使用される場合があることを認め、これに同意します。

6.　支払いプロセス、通貨、換算

決済はすべて、チケット申込書に特定されるポリシーに基づいて、米ドルまたは南アフリカのランド建てで行われなければなりません。他
の通貨建てで行われるチケットの決済はすべて、米ドルに換算する必要があり、下記の規定に従うものとします。

・チケット申込者がカードの使用により購入を申し込む場合、通貨の換算は課金プロセス中にチケット申込者のカード会社が決定します。
適用される為替レートに関する詳細情報は、チケット申込者のカード会社から取得することができます。

・チケット申込書に説明される支払い規定に基づいて、電信送金が許可される場合、為替レートは、チケット申込者が電信送金を要請した
銀行が、チケット申込者の電信送金要請日に決定する、銀行提供為替レートに基づくものとします。

チケット購入に使用される、指定カードまたは登録銀行口座は、チケット申込者の名義で登録されているものでなければなりません。チ
ケット申込者以外の名義で登録されているカードまたは銀行口座を指定するチケット申込書は取り消される場合があります。
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11.　チケットカテゴリーの選択、開幕戦プレミアム

16.　座席の配置

チケット申込者がカードの使用により購入を申し込む場合、チケット申込者は、自身の指定カードが、該当するチケット販売期間中有効で
あること、要求されたすべての情報が提供および確認されていること、要請されている決済に十分な資金またはクレジットがあることを保証しな

ければなりません。FWCTCまたはFTOがペイメントカードに料金を請求できない場合、チケット申込書は取り消されます。

金銭の移動または通貨の交換の結果として発生した銀行またはその他の手数料はすべて、チケット申込者が全額負担します。FWCTCまたは

FTOがチケット申込者から部分的支払いしか受領しなかった場合、または支払いが期日内に受領されなかった場合、チケット申込書の全体が取り
消される場合があります。

7.　VAT

各チケットの表面に印字されている価格には適用される付加価値税が含まれています。

8.　チーム指定チケット

TSTにはハイレベルな管理が必要となるため、各チケットの表面に印字されている価格に加えて、TSTについてはすべて、追加TST料金を支
払わなければなりません。

9.　年齢要件

チケット申込者は、拘束力を有する契約を締結するための法定年齢に達していなければなりません。

10.　1世帯当たりの枚数制限

チケット申込者は、1世帯当たり、7試合を上限として、シングルチケット最大4枚まで申し込むことができます。チケット申込者が南アフ

リカ共和国の居住者である場合に限り、チケットカテゴリーIVのチケットを申し込むことができます。チケット申込者が1試合当たりに許可
される枚数を超過するチケット、同一の試合日の複数のシングル試合のチケットのチケット申込書を提出した場合、同一試合につき複数の

チケット申込書を提出した場合、または南アフリカの居住者ではないチケット申込者がチケットカテゴリーIVのチケットを申し込んだ場合、当該

チケット申込者が提出したチケット申込書は一切認められず、FIFAがそれらを拒否します。

すべての試合について、FIFAは、チケットカテゴリーIからIVと定義される（以下「チケットカテゴリー」）4種類の価格カテゴリーでチ

ケットを販売します。チケットカテゴリーIは最高価格のカテゴリーで、チケットカテゴリーIVは最低価格のカテゴリーを表しています。

チケットカテゴリーIVはすべて、南アフリカ居住者専用です。チケット申込者は、自身が取得に成功したカテゴリーIVチケットを、南アフ
リカの他の居住者のみに提供するものとします。チケット申込者は、チケット申込書に、各試合について必要なチケットカテゴリーを明記

しなければならず、1試合当たり1つのチケットカテゴリーのみを申し込むことができます。

チケット申込者がチケット申込書に、最初の選択としてチケット申込書に指定したチケットカテゴリーよりも下位のチケットカテゴリーで
チケットが割り当てられることについての承諾を正式に明記していた場合、チケット申込者は、最初の選択として自身が記入および提出し

たチケット申込書に、すぐ下のチケットカテゴリー（カテゴリーIVチケットの提供可能性およびそれに関する販売制限を条件とします）で
の、同一試合の同数または少ない枚数のチケットを購入するという、チケット申込者による申込みが黙示的に含まれているとみなされるこ
とに同意し、これを認めます。

チケット申込者は、（i）チケットの額面価格は、イベントの段階によって異なること、（ii）開幕戦のチケットに印字されている額面価額
は、他のグループ試合のチケットの額面価額よりも高額であることを認めます。

12.　チケットの配布

FIFAが文書で別途取決めを指定している場合（この場合、適用される場合に引き渡し料金が事前に規定されます）を除き、FIFAがチケット
申込者に割り当てるチケットは、チケット申込書に記載される開催地チケットセンターでの引き取り形式で提供されます。適切な身分証明書また
は決済に使用されたカードを、チケット申込書に明記される公式チケットセンターで提示しなければなりません。公式チケットセン

ターの場所は、www.FIFA.comに掲載されています。

13.　身体障害があるチケット申込者

限定数のチケットを、（a）身体障害があるために車椅子がない状態で、（b）付き添いの者（以下「介添人」）がいない状態で試合を観戦

することができない個人専用に提供いたします。チケット申込者は、チケット申込書の該当する箇所に、車椅子の要求及び/又は介添人の
必要性を申し出なければなりません。有効な身体障害証明書が必要です。

法律が認める特定設備が必要なその他の身体障害があるチケット申込者は、その特定要件に関して、FWCTC（下記第17項に特定される連絡
先情報宛て）にご連絡ください。

14.　チケット申込者およびチケット保有者による遵守

各チケット申込者は、チケット申込書（本チケット販売規定を含みます）、GTCおよびスタジアム行動規範を熟読し、了解し、受諾してい
ること、これらを遵守することを確認します。

各チケット申込者は、自身を通じて直接的にまたは間接的にチケットを受領する各チケット保有者が、GTCおよびスタジアム行動規範を熟
読し、了解し、受諾していること、これらを遵守することを保証することに全責任を負います。この目的のために、チケット申込者は当該

チケット保有者に、GTCおよびスタジアム行動規範のコピーを提供し、または当該チケット保有者に、GTCおよびスタジアム行動規範が閲覧で

きるwww.FIFA.comを案内するものとします。

15.　注文処理

チケットに関するすべての依頼に対応するFIFAの能力は、チケット申込者から依頼されたチケットの総数によって異なり、ある特定の販売
期間に関して、募集枠を超えた申込があった試合については、無作為抽選が行われます。チケットは提供可能なチケットの割り当ての枠内
でのみ提供可能なものです。追加チケットは、一般販売用に用意してあった割り当て枠から適宜売り出されることがあります。

1つのチケット申込書に基づいて予約された座席のチケットは、可能な限り、隣接した座席に割り当てられるようにします。FIFAは、別個
のチケット申込書を提出した人に隣接する座席を提供することができません。座席は、同一のセクションまたは同一の座席ブロックに、
いつも一緒に割り当てられるとは限りません。

17.　雑則

チケット及び/又はチケット申込書（本チケット販売規定を含みます）に関連する情報請求は、PO Box 4928, Cresta, 2118, South Africa宛てで

FWCTCを通じてFIFAにご連絡ください。

チケット申込書（本チケット販売規定を含みます）のいずれかの規定（複数を含みます）がいずれかの管轄裁判所によって、無効または執行不可
能であると宣言された場合であっても、無効または執行不可能であると判断された規定（複数を含みます）が含まれていなかったものと想定し
て、チケット申込書（本チケット販売規定を含みます）の残存規定は効力を有し続けるものとします。
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チケット申込書（本チケット販売規定を含みます）は英語で作成されているものですが、翻訳される場合もあります。英語版と翻訳版の間
に不一致が生じた場合は、常に英語版が優先し、英語版を使用して、解釈および適用の疑問点を解決するものとします。

チケット申込書（本チケット販売規定を含みます）の適用と明確性を確実に継続していくために、チケット申込書（本チケット販売規定を
含みます）は、南アフリカの法律によって支配され、同法に基づいて解釈されます。準拠法によって許可される最大限の範囲において、チ
ケット、チケット申込書（本チケット販売規定を含みます）の解釈、補償もしくは払戻し、またはイベントでの観戦に関連する紛争のため
に、当事者は友好的にこの紛争を解決しようと努めるものとします。当事者が友好な解決に至れなかった場合には、下記に従います。

a）チケット申込者及び/又はチケット保有者は、法律上可能であれば、南アフリカの高等裁判所、より具体的には、ウィットウォーターズ

ランド (Witwatersrand)の現地支部またはその権利承継機関に、専属的に紛争を提起することを約束します。

b）FIFAならびにチケット申込者及び/又はチケット保有者は、ウィットウォーターズランド (Witwatersrand)の現地支部またはその権利承継
機関の裁判管轄権に服します。

FIFA ワールドカップTM当局が治安判事裁判所に提訴した場合、チケット申込者及び/又はチケット保有者は治安判事裁判所の裁判管轄権に

服します。準拠法に従うことを条件として、FIFAは、チケット申込者及び/又はチケット保有者の住所または居住地の現地裁判所にチケット
申込書（本チケット販売規定を含みます）に関連する訴訟を提起する権利を留保します。


